
　

秩
父
市
は
４
月
か
ら
、
要
支
援
１
・
２
の
人
が
利
用
で
き
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
う
ち
、「
介
護
予
防
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）」と
「
介
護
予
防
通
所
介
護
（
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
）」
を
、
全
国
一
律
の
介
護
保
険
の
介
護
予
防
事
業
か
ら
、
市
が
実
施

す
る
新
し
い
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（「
総
合
事
業
」
と
い
う
）
の

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
と
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
へ
移
行
し
ま
す
。
今
ま
で
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の

選
択
の
幅
が
広
が
り
、
一
人
一
人
の
状
態
に
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
利
用
で
、
皆
さ
ん
の

生
活
と
介
護
予
防
を
支
え
ま
す
。

新
し
い

が
は
じ
ま
り
ま
す
。

いいいい
「
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」

秩父市総合事業利用の手続きフロー

◎利用までの流れ

※総合事業は 65歳以上のすべての人を対象とした介護予防事業です。その人の健康や生活機能の
　状態に合わせて、「介護予防・生活支援サービス事業」や「一般介護予防事業」が利用できます。

65 歳以上の人および要支援認定者

介護予防・日常生活支援総合事業

高齢者介護課（各総合支所は市民福祉課）、地域包括支援センターに相談します。

介護サービスを
受けたい

要介護（要支援）認定申請をします

訪問介護・通所介護
のみを利用したい

基本チェックリストを受け付けます

要支援１・２ 非該当要介護１～５

新しい利用者の区分

自立した生活が
送ることができ
る人　　　　　

生活機能の低下が
見られた人　　　

一般介護予防事業が利用できます
※65歳以上のすべての人が対象です

介護予防・生活支援サービス事業が利用できます
※要介護認定で要支援１・２の判定を受けた人

※基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人

介護保険サー
ビスが利用で
きます

　平成 28年４月より、サービス利用者の区分が要介護１～５、要支援１・２に加えて「事業対象者」が増えました。
総合事業以外の介護保険サービスが必要な場合には、改めて介護認定申請をして区分を変更することが必要です。

介護保険の介
護予防サービ
スが利用でき
ます

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センター等で本
人・家族と話し合い、ケアプ
ランを作成します
【対象：要支援者、事業対象者】

訪問介護・通所介護
を希望の方

「総合事業」を利用して介護予防に取り組みましょう！
　要支援認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた
人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての人が
利用できる「一般介護予防事業」があります。

【サービスの流れ】

サービス利用者の区分 要介護１～５ 要支援１・２ 事業対象者

該当方法 介護認定申請をし
て介護度を受ける 同左

基本チェックリストに該当し、地
域包括支援センター等が本サービ
ス利用が必要と判断した場合

利用できるサービス 介護サービス
一般介護予防事業

介護予防サービス
介護予防・生活支援サービス

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス
一般介護予防事業

支給限度額 認定区分ごとの
限度額の範囲 同左 要支援１と同様
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総　合　事　業　の　サ　ー　ビ　ス
介護予防・生活支援サービス事業
※ サービス費用の１～２割の自己　
負担あり

一般介護予防事業 介護予防ケアマネジメント

訪問型サービス
• 従来の介護予防訪問介護（ホームヘ
ルプ）
• 生活援助（買物・掃除・調理等）のみの
短時間のヘルパーサービス　※新設
通所型サービス
• 従来の介護予防通所介護（デイサー
ビス）
• 閉じこもり予防のための短時間のデ
イサービス（送迎つき）※新設

　65歳以上の人を中心に、従来の介護予防
事業をさらに充実させ、生きがいづくり・
役割づくりを大切にしながら自助・互助・
共助の仕組みを拡げていく。
介護予防普及啓発事業
　介護予防の普及・啓発事業や介護予防教
室を開催。
地域介護予防活動支援事業
　地域における「いきいき百歳体操」や「地
域サロン活動事業」など、住民主体の通い
の場の育成・支援を行う。

　地域包括支援センターでは、
介護予防・日常生活支援総合
事業によるサービスが適切に
提供できるように介護予防ケ
アマネジメントを行う。
　本人や家族の希望、生活機
能の状態などをふまえてケア
プランを作成し、できるだけ
自立した生活を送れるように
サポートする。

ち
ち
ぶ
版

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

　
　
　
　
　
　

構
築
に
向
け
て

　

物
理
的
・
文
化
的
な
生
活
圏
域
と
な
っ
て

い
る
秩
父
圏
域
（
秩
父
市
・
横
瀬
町
・
皆
野

町
・
長
瀞
町
・
小
鹿
野
町
）
で
は
、
団
塊
の

世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
２
０
２
５
年
（
平

成
37
年
）
を
見
据
え
、
高
齢
者
の
尊
厳
の
保

持
と
自
立
生
活
の
支
援
の
目
的
の
も
と
、
可

能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し

い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
期
ま
で
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
医
療
・
介
護
・
保
健
・
福

祉
の
関
係
者
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
密
接
な
連

携
を
と
り
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
ち
ち
ぶ

版
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、「
助

け
合
い
温
も
り
の
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
」

を
目
指
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
単
身
高
齢
者
や
高
齢
者
世

帯
へ
の
生
活
支
援
の
充
実
、
元
気
な
高
齢
者

の
社
会
参
加
と
地
域
の
支
え
合
う
体
制
づ
く

り
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
に
移
行
し
、
一
体

的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。
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地域包括ケアシステムの姿

生活支援・介護予防

病気になったら…
医　療

住まい

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

介護が必要になったら…
介　護

通院・入院 通所・入所

●地域包括支援センター
●ケアマネジャー

いつまでも元気に暮らすために…

相談業務やサービスの
コーディネートを行います
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